
自船の安全確保３か条

・発航前点検の励行
機関などのトラブルによる海難を未然に防ぐ
ため、船体とエンジンまわり、燃料の量、バッ
テリーの状態等の点検を必ず実施しましょう。

・常時見張りの徹底
航行中、漂泊中に関わらず、常時適切な四囲
の見張りを行い、早期の避航を心掛けましょう。

・故障時に備え、救助支援者の確保
発航する際は、万が一の海難発生に備え、仲
間の船やマリーナ等の救助艇による救助体制を
あらかじめ確保し、入港時刻等を家族やマリー
ナ等へ連絡しておきましょう。

仙崎海上保安部

小型船舶操縦士の免許が
必要な船舶の乗船者には
ライフジャケットの着用義務

があります！
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